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	１  是正の求め　３件
	(1) 特定秘密文書等の運搬時に必要な保護措置を講ずること。また、特定秘密文書等の運搬時に必要とされている保護措置について、改めて組織的に周知し、その徹底を図ること。
	(2) 特定秘密文書等の保管容器の鍵等について、保護規程等に則った管理をすること
	(3) 重要経済安保情報を記録する部分を容易に区分することができる部分について、当該部分を明らかにした上で、当該部分に重要経済安保情報表示をすること

	２　廃棄妥当の通知　４件
	３　通報について



